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1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　該当なし

（３）固定資産の原価償却の方法

　定率法にて実施している。

（４）引当金の計上基準

　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため内規に基づく要支給額を計上している。

（５）キャッシュフロー計算書における資金範囲

キャッシュフロー計算書は認定法第５条第１２号の規定により省略している。

（6）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．会計方針の変更

　２０１１年度より「公益法人会計基準」(平成２０年4月１１日内閣府公益認定等委員会)を適用している。

4.基本財産及び特定資産の増額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

（単位：円）

前前期期期期末末残残高高 当当期期増増加加額額 当当期期減減少少額額 期期末末残残高高

3,000,000 - - 3,000,000 

3,000,000 - - 3,000,000 

255,008          36,000 - 291,008          

1,642,256 24 - 1,642,280 

1,897,264 36,024 - 1,933,288 
4,897,264 36,024 - 4,933,288 

財財務務諸諸表表にに対対すするる注注記記
令和7年１月１日から令和7年１２月３１日(決算)まで

法人名：公益社団法人　五所川原青年会議所
事業名：事業全体

　事業実施積立金

科科目目

基基本本財財産産

　基本財産

小小計計

特特定定資資産産

　退職給付引当資産

合合　　計計
小小　　計計
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1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　該当なし

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　該当なし

（３）固定資産の原価償却の方法

　定率法にて実施している。

（４）引当金の計上基準

　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため内規に基づく要支給額を計上している。

（５）キャッシュフロー計算書における資金範囲

キャッシュフロー計算書は認定法第５条第１２号の規定により省略している。

（6）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．会計方針の変更

　２０１１年度より「公益法人会計基準」(平成２０年4月１１日内閣府公益認定等委員会)を適用している。

4.基本財産及び特定資産の増額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

（単位：円）

前前期期期期末末残残高高 当当期期増増加加額額 当当期期減減少少額額 期期末末残残高高

3,000,000 - - 3,000,000 

3,000,000 - - 3,000,000 

255,008          36,000 - 291,008          

1,642,256 24 - 1,642,280 

1,897,264 36,024 - 1,933,288 
4,897,264 36,024 - 4,933,288 

財財務務諸諸表表にに対対すするる注注記記
令和7年１月１日から令和7年１２月３１日(決算)まで

法人名：公益社団法人　五所川原青年会議所
事業名：事業全体

　事業実施積立金

科科目目

基基本本財財産産

　基本財産

小小計計

特特定定資資産産

　退職給付引当資産

合合　　計計
小小　　計計

5.基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
（単位：円）

当当期期末末残残高高
（（ううちち指指定定正正味味財財産産
かからら充充当当額額））

（（ううちち一一般般正正味味財財産産
かかららのの充充当当額額））

（（ううちち負負債債にに対対応応すす
るる額額））

3,000,000 - 
3,000,000 - 0 - 

　退職給付引当資産 291,008          - 
1,642,280 - 
1,933,288 - 0 - 
4,933,288 - 0 - 

６.担保に供している資産

該当なし

７．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

　　固定資産の取得価格、原価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。
（単位：円）

取取得得価価格格 当当期期首首残残高高 減減価価償償却却累累計計額額 当当期期末末残残高高

- - - - 
- - - - 
- - - - 

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権当期末残高

該当なし

9.保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

小小　　計計
合合　　計計

特特定定資資産産

　事業実施積立金
小小　　計計
合合　　計計

科科目目
什什器器備備品品

小小計計

基基本本財財産産
　基本財産

科科目目
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11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少高 当期末残高

0 - - 0

--  --  --  --  

１２．基金及び代替基金の増減及びその残高

　　該当なし

１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　該当なし

１４．関連当時者との取引の内容

　　該当なし

１５．キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金引取

　　該当なし

１６．重要な後発事象

なし

１７．その他

なし

貸借対照表上の記載区分

合　計

補助金等の名称 交付者

無し


